
第７回  がん診療提供体制のあり方に関する検討会  

議事次第  

 

 日  時：平成２８年７月７日（木） 

 １３：００～１５：００ 

 場  所：航空会館５０１～５０２号室  

議  事 次  第  

 

１ 開会  

２ 議題  

（１） がん診療提供体制のあり方について 

・前回の議論について 

・がん診療連携拠点病院等における医療安全について 

・「がん診療連携拠点病院等の指定の検討会」における課題について 

・がん診療連携拠点病院等の指定要件の今後のあり方について  

 （２）その他  

 

【資料】 

資料１   第５回、第６回がん診療提供体制のあり方に関する検討会  議論の概要  

資料２-１ 特定機能病院における医療安全対策強化のための承認要件の見直しについて

（主なもの） 

資料２-２ 大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース等を踏まえた特定機  

能病院の承認要件の見直しについて 

資料２-３ 高難度新規医療技術・未承認医薬品等を用いる医療の適正な実施について    

資料３   がん診療連携拠点病院等における医療安全について 

資料４   「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」において指摘された指定

に係る課題  

資料５-１ がん診療連携拠点病院等の指定要件への提案  

資料５-２ がん診療連携拠点病院の課題と展望  

（山口構成員提出資料） 

参考資料１ 開催要項  

参考資料２ がん診療連携拠点病院等の整備について 

（平成２６年１月１０日付健発 0110 第 7 号厚生労働省健康局長通知）  

参考資料３ がん診療連携拠点病院等の指定の考え方  

（第 10 回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会  資料４） 
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第５回、第６回がん診療提供体制のあり方に関する検討会 議論の概要 

 

【総論】 

 

○ 現状 

 

 これまではがん医療の均てん化のため、各二次医療圏に必要な医療を提供するかを重視

し、がん診療連携拠点病院等（以下、「拠点病院」という。）の整備を推進してきた。 

 

○ 今後推進すべき取り組み 

 

 ゲノム医療等、高度な医療を実施するには教育、人的資源等が必要であり、人材育成を

推進すると共に、今後のがん診療提供体制においては選択、集中、機能分担、医療機器

の適正配置等を考慮すべきである。 

 

【がんのゲノム医療】 

 

○ 現状 

 

 Foundation Medicine という会社でがんのゲノム医療の診断サービスが行われており、

FDA 承認薬、または臨床試験が行われている薬剤のターゲット遺伝子に関しては診断が

行われ、情報が患者、医師に提供されている。また、Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center、MAYO CLINIC といった規模の大きな病院において、遺伝子診断サービスの開始

や、知財の獲得に向けた取り組みがなされている。 

 

 英国では国が Genomics England という会社を設立し、10 万人のゲノムを解析し、がん

や難病の治療に役立てる取り組みを開始している。 

 

○ 主な意見 

 

 現在、海外の診断サービスに検査を依頼している場合もあり、知財が流出している可能

性も考えられるため、我が国においてもゲノム情報を用いて治療介入するゲノム医療を

早急に開始して、日本の知財を確保するべきである。 

 

 米国の臨床検査ラボの品質保証基準である CLIA（Clinical Laboratory Improvement 

Amendments of 1988）や、臨床検査ラボの国際規格「ISO15189」、米国病理学会（CAP：

【資料１】 
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College of American Pathologists）の施設審査基準認定等の国際基準または、日本の

基準を定め、これらの基準に準拠した検査室で検査を行うべきである。 

 

 検査結果の提供については一律の手順を策定し、その手順に基づいて患者に渡すべきで

ある。 

 

 ゲノム情報に基づきがん治療を選択する場合には、ゲノム情報と医学の両者に精通した

医師、研究者、ゲノム情報解析の産業界に携わる人材の協働が必要である。 

 

 検査結果に基づくゲノム情報を検査機関から医療機関、研究室等に渡す際には、ゲノム

情報の専門家、臨床医、病理医、遺伝カウンセラー等により構成されるエキスパートパ

ネルで情報内容を精査したうえで、その情報を提供すべきである。 

 

 家族性腫瘍、遺伝性腫瘍などの原因遺伝子は、原因の遺伝子によって発がんリスクが大

きく異なるものの、患者への情報提供については一律の基準が定まっていないため、遺

伝カウンセリングの体制整備が必要である。 

 

 ゲノム医療を行う施設では、認定遺伝カウンセラー（182 名：2015 年 12 月現在/日本人

類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング学会）および臨床遺伝専門医（1269 名：2016 年

５月 1日現在/日本人類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング学会）のネットワークを施

設内に作り、グループでの遺伝カウンセリング体制を整備することが必要である。 

 

 多数の認定遺伝カウンセラーはがんを専門としていないため、がん医療に習熟した遺伝

カウンセラーを育成するシステムが必要である。また、患者に説明を行う看護師、臨床

試験コーディネーター（CRC：Clinical Research Coordinator）、相談支援に携わる者

への教育も検討すべきである。並びに、日本家族性腫瘍学会指定の家族性腫瘍コーディ

ネーター、家族性腫瘍カウンセラー等の制度についても今後のあり方について議論すべ

きである。 

 

 ゲノム医療や個別化医療を推進する上で、特に希少がん、難治がん、小児がん対策に役

立てられることを重点的に検討すべきである。 

 

○ 今後推進すべき取り組み 

 

 ゲノムに関する検査結果の取り扱いや、ゲノム情報を患者に説明するための、一律の基

準を策定することが必要である。 

 

 がんのゲノム医療を推進するために、現行の認定制度との関係性を検討しながら、がん
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医療に習熟した遺伝カウンセラーの教育、並びに看護師、CRC、相談支援に携わる者に

対して必要な教育を行い、人材を育成する必要がある。 

 

 希少がん、難治がん、小児がん等を含めたがんの個別化医療、研究、医療現場に還元で

きるような一元的なデータベースを構築する必要がある。 

 

【がん医療に関する情報提供】 

 

○ 現状 

 

 拠点病院等の現況報告に基づき作成したデータベースや、院内がん登録のデータを、国

立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス（以下、

「がん情報サービス」という。）で情報公開している。 

 

 診療実績等の項目において登録の件数 1件以上 10 件以下の情報は１～10 件と表示して

いる。 

 

 がん情報サービスサポートセンターにおいて、施設別がん登録検索システムを使用し、

電話での問い合わせに対応している。 

 

 都道府県がん診療連携拠点病院（以下、「都道府県拠点病院」という。）のがん相談支援

センターの相談支援に携わる者と院内がん登録の実務を担う者は、いずれも国立がん研

究センターでの研修を受講して頂き、患者に適切な情報が提供出来るよう施設別がん登

録検索システムを習得することとしている。 

 

○ 主な意見 

 

 診療実績等について、１件以上１０件以下の数値も公開すべきである。 

 

 患者が説明を受ける際、相談員や看護師等が同席し、説明後に適切な情報を提供する仕

組みを構築すべきである。 

※現在の指針に以下の要件はあり 

 Ⅱ地域がん診療連携拠点病院の指定要件について 

１診療体制 

（１） 診療機能 ⑤緩和ケアの提供体制  

イⅲ 医師から診断結果や症状を説明する際は、以下の体制を整備すること。 

 a 看護師や医療心理に携わる者等の同席を基本とすること。ただし、患者とその家族等の希望に

応じて同席者を調整すること。 
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 後々には標準治療でない臨床試験や治験の情報を整理し、情報の質を一定程度保つ仕組

みを構築した上で、患者に提供することも検討すべきである。また、臨床試験や治験に

関する情報は、医療従事者が患者に分かりやすく説明を行うべきである。 

 

 全国がん登録のデータ等が活用される際には、拠点病院以外の医療機関についても、一

定数の症例が集まっている場合には情報公開することを検討すべきである。 

 

○ 今後推進すべき取り組み 

 

 院内がん登録等の既存のデータを利活用することで、より正確な情報を公開すべきであ

る。また、情報提供する内容については、詳細な情報にも速やかにアクセスできるよう

な工夫をする必要がある。 

 

【がんの放射線治療】 

 

○ 現状 

 

 がん病巣のみを正確に照射できる強度変調放射線治療(IMRT：Intensity-modulated 

radiotherapy)や、治療効果の高い粒子線治療が増加傾向であるが、拠点病院とそれ以

外の施設の高精度治療における診療の質の差や機器の整備状況について地域格差があ

る。 

 

 緩和ケアに必要な技術の一つである、緩和的放射線照射件数が増えていない。 

 

 拠点病院では一定程度高精度放射線治療の体制が整備されているが、治療計画を担う人

材が非常に不足している。 

 

 粒子線治療に関しては、一部のがん種で保険収載され、現在全症例登録が行われている。

保険収載されているもの以外のがん種では既存治療と比較検証中である。 

 

 核医学治療（RI：Radioisotope 内用療法等）の病床数については年々減少傾向にある。

一方、高齢化に伴って RI 内用療法を必要とする甲状腺癌患者は増加している。 

 

 全国で RI 病床が不足しているため、甲状腺癌患者の待機期間は平均 5.2 ヶ月と長く、待

機中に病期が進行するリスクが高まっている。 

 

 ドイツでは緊急被ばく医療も兼ねた RI 治療病室が充実している。 
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 RI 病床は都道府県拠点病院において 49 施設中 22 施設、全国のがんセンターにおいても

１５施設中５施設という整備状況であり、入院治療施設がない県も存在する等、地域ご

との格差が大きい。 

 

 神経内分泌腫瘍に対するソマトスタチン受容体イメージング診断製剤は欧米から遅れつ

つ平成 27 年に承認されたが、国内ではルテチウム標識治療製剤を用いた RI 内用療法を

実施できないために多くの患者は海外渡航して治療を受けている。 

 

 前立腺癌に対する塩化ラジウムを用いたアルファ線 RI 内用療法が平成 28 年５月に保険

承認される等他にも新たな治療製剤の開発が進んでいる。 

 

○ 主な意見 

 

 高精度放射線治療についてはIMRTを優先して普及させるべきである。 

 

 放射線治療のデータベースを構築、分析し、エビデンス構築を行いつつ、手術、化学療

法に関する学会と連携しながら、今後のがんに対する標準治療を決定すべきである。 

 

 全国で甲状腺癌のRI内用療法へのアクセスの地域差や長期の待機時間をなくすために、

都道府県拠点病院を中心に病床を整備する必要がある。 

 

○ 今後推進すべき取り組み 

 

 放射線治療計画を担う人材の育成と配置や、僻地や離島においても放射線治療を提供で

きるような体制について、がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針の内容も含め検

討が必要である。 

 

 緩和的放射線照射については、欧米の件数を参考にすると、より多くの患者に実施する

余地があると考えられ、普及について必要な施策を検討すべきである。 

 

 RI内用療法については、現在整備中の大型施設の状況を鑑みながら、拠点病院における

整備のあり方について検討が必要である。 

 

【その他】  

 

○ 現状 

 一般社団法人日本癌治療学会では認定がん医療ネットワークナビゲーターの育成を行
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っており、患者に医療資源の情報を提供する人材の研修を開始している。 

 

 がん診療連携拠点病院の指定要件の１つとして設置されているがん相談支援センター

の業務として就労支援があり、現在、この活動を共有するための指標策定を行っている。 





NMHWR
タイプライターテキスト
【資料２－２】

















　　　　　　　　　　　　　

１． （１） ① 医療安全管理責任者の配置

②
医師、薬剤師及び看護師の医療安全管
理部門への専従

③
医療安全に資する診療内容のモニタリ
ング等

④
インシデント・アクシデント等の報告
※全死亡事例の報告及び一定基準以上の
　有害事象等の報告

⑤ 内部通報窓口の設置

⑥
医薬品情報の整理、周知及び周知状況
の確認の徹底並びに適応外、禁忌等の
処方に係る確認及び必要な指導

⑦

管理者における医療安全管理経験の要
件化及び管理者、医療安全管理責任者
等によるマネジメント層向け研修の受
講

（２） ① 監査委員会による外部監査

② 特定機能病院間相互のピアレビュー

（３）
取組に応じた評価・公表の仕組み及び
当該仕組みに基づく診療報酬上の対応
の検討

２． （１）

インフォームド・コンセントの適切な
実施の確認等に係る責任者の配置及び
インフォームド・コンセントの実施状
況の確認等

（２）
診療録の確認等の責任者の配置及び診
療録の記載内容の確認等

３．

高難度新規医療技術の実施に係る確認
部門の設置、規程の作成及び確認部門
による規程の遵守状況の確認等(未承認
の医薬品等に係る確認も同様とする）

４． 職員研修の必須項目の追加等

※）既存の通知を省令に追加するものについては、経過措置を設けないものとする。

経過措置について

　　　　　　　　　　　　　　　　　H28.4　　　H28.10　　　　H29.4　　　　　　　　　H30.4　　

●「特定機能病院に対する集中検査の結果及び当該結果を踏まえた対応について」において、「新たな取組については、可能なものから速やかに実
施することとし、体制の確保等一定の準備期間を要するものについては、必要な経過措置を設けた上で実施することとする」とされていることを踏まえ、
下記の通り、経過措置期間を定める。

●具体的には、公布・施行後は、取組の実施を求めることとするが、一定期間を経過するまでの間は、経過措置期間として、既に承認を得ている特定
機能病院については、新たな承認基準を満たしていなくても、承認基準を満たしているものとみなす。

経過措置期間 適用期間 

引き続き検討を実施 

別紙2 





1

がん診療連携拠点病院等に
おける医療安全について

【資料３】

○ 「がん対策加速化プラン」より抜粋

２. 治療・研究 ～がん死亡者の減少～

（２）標準的治療の開発・普及

＜現状と課題＞

医療安全に関しては、昨今、拠点病院において重大な事案が相次いで発生し、平成27（2015）
年４月に３つの拠点病院について指定更新を行わなかった。また、高度な医療を提供する特定機
能病院において、医療安全に関する重大な事案が相次いだことを踏まえ、平成27（2015）年４月
に、厚生労働省に「大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース」を設置し、特定機
能病院に対する集中検査を実施し、当該結果を踏まえて同年11 月に特定機能病院の医療安全
確保の改善策をとりまとめた。今後、特定機能病院の承認要件の見直し等を行う。

＜実施すべき具体策＞

○ 特定機能病院に対する集中検査の結果や承認要件の見直し等も参考にしつつ、拠点病院等
において備えるべき医療安全に関する要件の見直しを行う。

がん診療連携拠点病院等における医療安全

○ 特定機能病院の承認要件等も踏まえつつ、がん診療連携拠点病院等において備えるべき医
療安全のあり方について検討してはどうか。

2

「第５回がん診療提供体制のあり方に関する検討会」 資料２



特定機能病院の承認要件における医療安全に関する項目（概要）

○ 医療安全管理責任者（副院長が担う）の配置並びに当該者による医療安全管理部門、医療安全管理委
員会、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者の統括

○ 専従の医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への配置*

○ 医療安全管理部門による医療安全に資する診療内容等のモニタリング

○ 全死亡例及び一定基準以上の有害事象等の医療安全管理部門への報告

○ 医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口の設置

○ 医薬品安全管理責任者による医薬品情報の整理、周知及び周知状況の確認並びに適応外、禁忌等の
処方に係る確認及び必要な指導（実施状況を確認する担当者の指名）

○ 管理者の医療安全管理経験の要件化及び管理者、医療安全管理責任者等によるマネジメント層向け研
修の受講

○ 監査委員会（委員は三人以上、委員長及び委員の半数を超える数は当該病院と利害関係のない者）に
よる外部監査（結果については公表）

○ 特定機能病院間相互のピアレビュー（管理者は年に1回以上、他の特定機能病院に職員を立ち入らせて
助言を行うと共に、他の特定機能病院からの職員の立入りと助言を受ける）

○ インフォームド・コンセントに係る責任者の配置、実施状況の確認等

○ 診療録の確認等の責任者の配置、診療録の記載内容の確認等

○ 高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の設置、規程の作成及び当該部門による規程の
遵守状況の確認等（未承認新規医薬品等も同様とする）

○ 職員研修の実施（安全管理に係る事項、監査委員会からの意見に関する事項等）

*（専従とは就業時間の8割以上を当該業務に従事する常勤職員）下線は人員配置に関する要件
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地域がん診療連携拠点病院の主な要件①

5

地域がん診療連携拠点病院では、全国どこでも質の高いがん医療を提供することが出来
るよう、以下の要件を定めている。

主な要件 主な内容

集学的治療等の提供及び標準
的治療の提供

各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的な治療等がん患者の状態に応じた適切な
治療を提供。

院内クリティカルパスの整備 検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表

キャンサーボードの設置 多職種によるカンファレンスを月１回以上開催

手術療法の提供体制 専門的な医師の配置、術中迅速病理診断が可能な体制確保

放射線治療の提供体制 治療、診断それぞれの専門的な医師の配置、リニアック等の設置

化学療法の提供体制 専門的な医師の配置、看護師の配置、外来化学療法の設置

緩和ケアの提供体制 医師、看護師等による緩和ケアチームの整備と業務の規定、緩和ケア外来の整備

セカンドオピニオンの提示体制 当該施設で対応可能ながんについてセカンドオピニオンを提示する体制の整備

診療体制

診療実績
①または②を概ね満たすこと。

①．以下の項目をそれぞれ満たすこと
・院内がん登録数 500件以上
・悪性腫瘍の手術件数 400件以上
・がんに係る化学療法のべ患者数 1000人以上
・放射線治療のべ患者数 200人以上

②．相対的な評価
･当該２次医療圏に居住するがん患者のうち、２割程度
について診療実績があること。

地域がん診療連携拠点病院の主な要件②

6

主な要件 主な内容

緩和ケアに関する研修会の実施
当該２次医療圏においてがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修
の実施

緩和ケア研修会以外の研修
診療連携を行っている医療機関との合同カンファレンス、看護師を対象としたがん看
護に関する総合的な研修の定期的な実施

研修の実施体制

情報の収集提供体制

主な要件 主な内容

がん相談支援センターの設置
定められた研修を修了した相談支援に携わる者の配置、周知の体制、業務内容の
規定

院内がん登録の実施 定められた研修を修了した院内がん登録実務者の配置

臨床研究及び調査研究

主な要件

政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究への協力体制の整備、進行中の臨床試験の概要及び過去の臨床試験の
成果の広報、適切な情報提供

ＰＤＣＡサイクルの確保

主な要件

組織的な改善策、都道府県拠点病院を中心とした情報共有と相互評価、地域への広報



都道府県がん診療連携拠点病院の主な要件

7

主な要件 主な内容

当該都道府県における研修 当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な医療従事者を対象とした研修の実施

相談支援の業務 都道府県内で行われる臨床試験に関する情報提供、継続的かつ系統的な研修の提供

都道府県における診療機能に向けた要件、相談支援機能強化に向けた要件

都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件

主な要件 主な内容

放射線治療部門の設置 組織上の明確な位置付け、専門的医師の配置

化学療法部門の設置 組織上の明確な位置付け、専門的医師の配置

緩和ケアセンターの設置
緩和ケアチーム・緩和ケア外来・緩和ケア病棟等の統合、緊急緩和ケア病床の確保、
地域の病院や在宅療養支援診療所とのカンファレンス、ジェネラルマネージャーの配置等

ＰＤＣＡサイクルの確保

主な要件

当該都道府県において中心となって情報共有と相互評価を行う、地域への広報

都道府県がん診療連携拠点病院は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん
診療協力体制の構築、ＰＤＣＡサイクルの確保に関し、中心的な役割を担うことから、地域拠
点病院の要件に加えて、以下の要件を定めている。

がん診療連携拠点病院等における医療安全に係る課題

がん診療連携拠点病院が担う機能を踏まえ、拠点病院に必要な医
療安全の項目について、特定機能病院の承認要件を参考にしつつ
ご議論頂きたい。

がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針（H26.1月）に、医
療安全に関する具体的な要件は無い。

特定機能病院の承認要件と同様に、がん診療連携拠点病院にお
いても、医療安全に関する項目を定めてはどうか。

8

がん診療連携拠点病院に必要な医療安全の項目とはどのようなものか。
特定機能病院の要件と同等の医療安全の要件を求めるべきか。
特定機能病院の承認要件に示されているもの以外に必要な医療安全の項目はあるか。

都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院の要件は同様で良いの
か、もしくは分けるべきか。



「がん診療連携拠点病院等の指定に関する
検討会」において指摘された指定に係る課題

【資料４】

がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会
において指摘された指定に係る課題

1. 「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」において、具体的な診療実績を要
件として求めているが（悪性腫瘍の手術件数 年間４００件以上 等）、「概ね満たす
こと」とされており、指定の可否について検討する際に判断が難しいことから、明確
化する必要がある。

2. 地域がん診療連携拠点病院については、２次医療圏内に原則１カ所とされているが、
複数の医療機関が同一の２次医療圏から新規推薦される場合は、「当該都道府県
におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図
られることが明確である場合には、この限りではないものとする」とされている。同一
の２次医療圏内に複数の医療機関を指定する際の基準をより明確化する必要があ
る。

3. がん診療連携拠点病院に指定されている医療機関の設備や医療提供体制が変更
した場合の対応について、一定の基準が必要である。
（例：移転に伴い本院と付属外来センターに分かれ、外来化学療法室が付属外来
センターに移行することとなり、本院のみでは指定要件を全て充足することが出
来ない、等） 2



がん診療連携拠点病院の指定に係る課題

①．以下の項目をそれぞれ満たすこと
・院内がん登録数 500件以上
・悪性腫瘍の手術件数 400件以上
・がんに係る化学療法のべ患者数 1000人以上
・放射線治療のべ患者数 200人以上

（１）①または②を概ね満たすこと。

②．相対的な評価 （カバー率）
･当該２次医療圏に居住するがん患者のうち、２割程度につい

て診療実績があること。

指針Ⅱ-２ 診療実績

診療実績に関する現行の要件は以下のとおり。

3

第９回～１１回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会
で運用上対応してきたもの

4

2. （既指定の医療機関が存在する２次医療圏から、医療機関が新規推薦された場
合）
当該都道府県におけるがん診療の質の向上及び
がん診療の連携協力体制の整備がより一層図られること
が明確である場合、指定可
→①の充足＋当該医療機関を指定することによって、都道府県の

がん医療にもたらされる相乗効果について説明を要求

1. 診療実績 ①または②を概ね満たすこと
→この「概ね」は９割以上

以下、１～２について運用上対応してきた。

３については、現行の指針上判定が困難であった。

がん診療連携拠点病院に指定されている医療機関において指定期間中に機能
分化し（本院＋付属外来センター）、医療提供体制が変更したことによって、本
院のみでは要件が充足できなくなった。



がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針について（案）

5

がん診療連携拠点病院等の指定に関する指針については、次
期がん対策推進基本計画策定後に、根本的に見直してはどう
か。

今回は、今後指針の改正を行うまでの間、現在がん診療連携
拠点病院等の指定に関する検討会において運用上課題となっ
ている点について、整理を行ってはどうか。

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について（抜粋）

○２ 診療実績

（１）①または②を概ね満たすこと。

① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。

ア 院内がん登録数（入院、外来は問わない自施設初回治療分）年間５００件以上

イ 悪性腫瘍の手術件数 年間４００件以上

ウ がんに係る化学療法のべ患者数 年間１０００人以上

エ 放射線治療のべ患者数 年間２００人以上

②相対的な評価 （カバー率）

当該２次医療圏に居住するがん患者のうち、２割程度について診療実績があること。

1. 診療実績 ①または②を概ね満たすこと

※この場合の概ねは９割とする。

注意書きとして以下の内容を追記してはどうか。

6



指針において、「地域がん診療連携拠点病院については、２次医療圏（都道府県拠点
病院が整備されている２次医療圏を除く。）に１カ所」とされている。複数の医療機関が同
一の２次医療圏から新規推薦される場合、「当該都道府県におけるがん診療の質の向
上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合には、
この限りではないものとする」とされている。

２.  既指定の医療機関が存在する２次医療圏から、医療機関が
新規推薦された場合

指針または「がん診療連携拠点病院等の指定の考え方」（参考資料３）
の中に、以下のような内容を追記してはどうか。

診療実績①を含めた指定要件を全て充足していること。
新規推薦の医療機関における診療実績が、同一２次医療圏内において既に指定を
受けているがん診療連携拠点病院を上回る場合は、当該医療機関を先に推薦しな
かった理由などを十分に説明すること。

等

7

３. その他現行の指針では判断が困難な課題

がん診療連携拠点病院に指定されている医療機関が移転に伴い本院と付属外来セ
ンターに分かれることとなった。その際、外来化学療法室が付属外来センターに移行
することとなり、本院のみでは指定要件を全て充足することが出来なくなった。

指定の有効期間において当該医療機関のがん診療提供体制が変更する場合（外
来部門を付属外来センターに分離する場合等）は、文書にて迅速にその旨について
厚生労働大臣に届け出ること。また、当該医療機関の指定については、第三者に
よって構成される検討会の意見を踏まえ、指定継続の可否について判断するものと
する。

本案件のような事例に対応するために、指針に以
下の内容を追記してはどうか。
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がん診療連携拠点病院等の指定要件への提案 

 

静岡がんセンター 山口 建 

（がん対策推進協議会 会長代理） 

（がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会 座長） 

（がん診療提供体制のあり方に関する検討会 構成員） 

 

1. 拠点病院事業の理念と経緯 

① 「都道府県に一カ所」か「二次医療圏に一カ所」かの議論 

→「均てん」をキーワードに後者を選択 

② 「均てん」実現に向けた活動と課題 

1. 主たる目標と現況 

① “五大がんの診療”、“相談支援センター”、“緩和ケア”、 “院

内がん登録” 

② 約7割のがん患者の診療に従事 

③ 地域がん診療・研修ネットワークの拠点機能 

2. 課題 

① 拠点病院間の格差 

 → 「一階建て、二階建て、三階建て、四階建て」 

② 重要機能の格差 

 → 「相談支援センター、緩和ケア」 

③ がん専門病院と総合病院間の差 

2. 拠点病院指定要件見直しへの提案 

(ア) 二次医療圏に原則一カ所 

① “カバー率”の見直し、地域がん診療病院の普及 

1. 空白医療圏、新規指定  

“カバー率”充足、“診療実績”不十分 → 地域がん診療病院 

2. 単一指定医療圏、更新 

“カバー率”充足、“診療実績”不十分 → 更新（診療病院推奨） 

3. 複数指定医療圏、更新 

“カバー率”充足、“診療実績”不十分 → 更新（救済不可） 

地域がん診療病院へのグレードダウンなどの配慮が必要? 

(イ) 緩和ケアの充実 

① 支持療法の明確化（研修会等を含む） 

【資料５－１】 
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② 緩和ケア実施件数を要件化 

1. 緩和ケア外来新規患者数（自院、他院） 

2. 緩和ケアチーム対応新規患者数（院内） 

③ 都道府県拠点の緩和ケアセンターの活動対象（全県） 

(ウ) 相談支援センター 

① 相談支援センター活動件数を要件化 

1. 相談支援センター相談件数総数（自院、外部） 

2. 就労支援相談件数 

(エ) 病病連携・病診連携 

① 治癒を目指す連携と看取りのための連携を区別 

② 地域連携クリティカルパスの見直し（連携体制の重視） 

(オ) PDCAサイクル 

① 評価方法・具体的な手法の開発 

② 都道府県との協働作業 

(カ) 特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件の見直し 

(キ) 都道府県独自指定のがん診療病院の取り扱い(住民の誤解など) 

(ク) 「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」を「がん診療連携拠点病院

等の整備に関する指針」に記載し、指針上、不明確な要件について規定する権限付

与（例：概ね＝90％とみなすなど） 

3. 新規記載項目 

(ア) 支持療法 

① 定義：がん治療に伴う副作用、合併症、後遺症のケア。担当診療科が実施 

② 外来治療センター、緩和ケアチーム、リハビリ部門などへの診療従事者の配置 

1. 専門看護師・認定看護師（緩和ケア、がん性疼痛看護の他、乳がん看護、

放射線治療看護、皮膚排泄ケア、癌化学療法看護、感染管理、手術看護、

摂食嚥下障害看護などを含む）（すでに診療報酬化済み） 

2. がん専門薬剤師 

3. 歯科医・歯科衛生士（すでに診療報酬化済み） 

4. がんリハビリに習熟した理学療法士（すでに診療報酬化済み） 

5. 栄養士の関与（すでに診療報酬化済み） 

③ 副作用、合併症、後遺症について経験豊富な医師の配置（専従、専任でなくて

も良い） 

1. 血液障害、口腔粘膜障害、神経障害、皮膚障害、呼吸器・循環器・腎障害、

栄養障害など 

2. 脳転移、骨転移、電解質異常など 

3. リンパ浮腫、組織欠損など 
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④ （支持療法の手法、ガイドラインなどに関する研究の推進） 

(イ) がんゲノム医療 

① 静岡がんセンターでの経験 

1. 年間約3千名の腫瘍摘出手術患者すべてのうち分析可能な千名について、腫

瘍組織、正常組織を対象に全エキソン解析、全遺伝子発現解析を実施（費

用：16万円）し、全臨床データと照合。 

2. 体細胞系列変異の解析では、1058例中69％でがん化パスウェイを同定。こ

のうち、既承認分子標的薬適応変異が8.6％、同適応外変異が15%、臨床治

験薬剤対象変異が4.5％で、合わせて28%では分子標的薬治療が可能。 

3. 生殖細胞系列変異については、米国臨床遺伝学会の開示推奨疾患を含む家

族性腫瘍症候群（31疾患、53遺伝子）、非がん性遺伝性疾患（8疾患、33

遺伝子）を解析 

4. 1058例中2例が臨床的に家族性腫瘍症候群と診断、18例で生殖細胞系列遺伝

子変異を同定、うち8例が遺伝性腫瘍症候群と診断 

5. 非がん遺伝性疾患については、臨床診断は0例、7例で生殖細胞系列遺伝子

変異を認め、臨床症状を呈する患者は3例。他の2例が症状はないが肥大性

心筋症で突然死の可能性あり。 

6. 従って、年間1058例のがん患者を対象にした場合、最少で2例(0.2%)、疑い

例を含め10例程度（0.9%）、すべてで生殖細胞系列変異を調べた場合25例

(2.4%)が、遺伝カウンセラー対応の患者となる。 

② 都道府県拠点病院 

1. 具体的な活動 

① がんの体細胞系列変異については、標準治療に必要な情報収集体制

を確立の上、診療に応用する体制を整備 

② がん患者の生殖細胞系列変異については、遺伝性腫瘍症候群、その

非典型例、偶発的所見として発見される遺伝性腫瘍症候群や非がん

遺伝性疾患に対応するための遺伝外来を整備し、診療体制を確立し、

地域拠点病院等からの診療依頼にも対応 

2. 組織及び診療従事者の配置 

① がんの体細胞系列変異、薬物代謝酵素遺伝子多型を診療に応用する

体制を整備 

1. 標準治療で必要な遺伝子解析、コンパニオン診断薬など。 

② 生殖細胞系列変異を対象とする遺伝外来を整備。臨床遺伝専門医を

置き（専任、専従の必要なし）、認定遺伝カウンセラー（家族性腫

瘍カウンセラーの取り扱い？）を専従（非常勤可）。臨床情報の秘

匿を確実に行う電子カルテの整備など。 
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③ 必要に応じて、生殖細胞系列変異を解析可能な体制を整備（臨床検

査室、検査委託） 

④ 全国的な遺伝子診療体制について情報提供 

3. 診療報酬上の配慮 

① 遺伝外来の診療報酬化（認定遺伝カウンセラーの給与など） 

② 米国臨床遺伝学会の開示推奨対象疾患（遺伝性腫瘍症候群16疾患、

非がん遺伝性疾患8疾患）の遺伝子検査を健康保険対象化 

③ 地域拠点病院等 

1. 具体的な活動 

① がんの体細胞系列変異については、標準治療に必要な情報収集体制

を確立の上、診療に応用する体制を整備 

② がん患者の生殖細胞系列変異については、米国臨床遺伝学会の開示

推奨対象疾患（遺伝性腫瘍症候群16疾患、非がん遺伝性疾患8疾患）

についての情報提供と遺伝外来紹介体制を確立 

③ 遺伝性腫瘍症候群の診療を実践する場合、必要な診療体制を整備 

2. 組織及び診療従事者の配置 

① がんの体細胞系列変異、薬物代謝酵素遺伝子多型を診療に応用する

体制を整備 

1. 標準治療で必要な遺伝子解析、コンパニオン診断薬など。 

② 生殖細胞系列変異を対象とする臨床遺伝専門医を配置（専任、専従

の必要なし） 

③ 近隣の遺伝子診療体制について情報提供 

(ウ) 医療安全 

1. 医療機関としての医療安全ガバナンスを確立 

 

 

（以上） 



NMHWR
タイプライターテキスト
【資料５－２】
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